
村上市

村上市有害鳥獣被害防止対策協議会

荒川漁業協同組合（村上市有害鳥獣被害防止対策協議会）

三面川漁業協同組合（村上市有害鳥獣被害防止対策協議会）

R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、鳥獣被害防止施設整備、緊急
捕獲活動

〇

関川村
関川村鳥獣被害防止対策協議会

荒川漁業協同組合（関川村鳥獣被害防止対策協議会）

R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、緊急捕獲活動 〇

阿賀町 阿賀町有害鳥獣対策連絡協議会
R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、鳥獣被害防止施設整備、緊急
捕獲活動

〇

田上町 田上町鳥獣被害防止対策連絡協議会
R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、緊急捕獲活動 ✕
目標達成状況が低調であることから、
改善計画に基づき、目標達成に向け一
層の取組を図る必要がある。

長岡市
長岡市鳥獣被害対策協議会

魚沼漁業協同組合（長岡市鳥獣被害対策協議会）

R4
R5
R6

推進体制の整備、被害防除、生息環境管理、鳥獣被
害防止施設整備、緊急捕獲活動

〇

刈羽村 刈羽村鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、緊急捕獲活動、 〇

出雲崎町 出雲崎町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

有害捕獲、鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 〇

魚沼市

魚沼市鳥獣被害防止対策協議会

魚沼漁業協同組合（魚沼市鳥獣被害防止対策協議会）

R4
R5
R6

有害捕獲、被害防除、鳥獣被害防止施設整備 〇

三条市
長岡市
小千谷市
魚沼市
南魚沼市
十日町市

信濃川水系カワウ被害防止対策広域協議会
R4
R5
R6

有害捕獲、生息環境管理 ✕
目標達成状況が低調であることから、
改善計画に基づき、目標達成に向け一
層の取組を図る必要がある。

北陸農政局農村振興部農村環境課

鳥獣被害防止総合対策交付金に係る点検評価結果（目標年度：R6年度分）

市町村名 備考農政局の意見
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新
潟
県

評価結果の公表



高岡市 高岡市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 〇

滑川市 滑川市有害鳥獣対策協議会

R3
R4
R5
R6

鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 ✕
目標達成状況が低調であることから、
改善計画に基づき、目標達成に向け一
層の取組を図る必要がある。

小矢部市 小矢部市有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 〇

射水市 射水市有害鳥獣対策協議会

R3
R4
R5
R6

鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 ✕
目標達成状況が低調であることから、
改善計画に基づき、目標達成に向け一
層の取組を図る必要がある。

穴水町 穴水町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

推進体制の整備、有害捕獲、被害防除、鳥獣被害防
止施設整備、緊急捕獲

〇

輪島市 輪島市有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 〇

福
井
県

永平寺町

永平寺町鳥獣害対策協議会

永平寺町（永平寺町鳥獣害対策協議会）

福井森林組合（永平寺町鳥獣害対策協議会）

R4
R5
R6

有害捕獲、鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 〇

池田町

池田町総合農政推進協議会

池田町（池田町総合農政推進協議会）

越前福井森林組合

R3
R4
R5
R6

有害捕獲、鳥獣被害防止施設整備、緊急捕獲活動 ✕
改善計画実施期間内においても目標達
成状況が低調であることから、被害防
止計画の目標を見直す必要がある。

再評価

※ 達成状況： 次の①, ②のうち、どちらも該当する場合は「〇」、それ以外の場合は「✕」と評価。
① 被害防止計画に定められた対象鳥獣に係る合算達成率のうち、被害面積、被害金額等のいずれか一方の達成率が70%以上である場合。
② 被害防止計画に定められた個別の鳥獣種ごとの達成率のうち、被害面積、被害金額等のいずれか一方の達成率が70%以上である場合。
　 なお、個別に判定する鳥獣種の対象種は以下のとおり。
　　１） 被害金額全体（全ての対象鳥獣における被害金額の合計）の２割以上を占めるシカ又はイノシシ
　　２） 被害金額全体の５割以上を占めるシカ及びイノシシ以外の対象鳥獣
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